別表第4（第47条）　支出負担行為整理区分 （乙） 表
	
	支出負担行為として
整理する時期
	支出負担行為の範囲
	支出負担行為に必要な書類

	資金前渡
	資金を前渡するとき
	資金の前渡を要する額
	資金前渡の明細書

	繰替払
	繰替払の補填をしようとするとき
	繰替払した額
	繰替払に関する書類

	過年度支出
	過年度支出をしようとするとき
	過年度支出を要する額
	過年度支出に関する書類

	過誤払金の戻入
	現金の戻入通知があったとき
（現金の戻入のあったとき）
	戻入する額
	戻入の明細書

	債務負担行為
	債務負担行為を行おうとするとき
	債務負担行為の額
	債務負担行為に関する書類


備考　(1) 資金前渡するとき（精算渡しに係る経費に限る。）をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
(2) 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第3に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
[bookmark: _GoBack](3) 過誤払金の戻入に係るものについては、翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、（　）内によることができる。

